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中小企業の「合弁」と経営管理

一一対中国直接投資におけるその展開過程一一

I はじめに

][ 中国経済体制改革と対外経済開放政策

班 外資導入策の展開

I はじめに

極守哲士

w 中小合弁企業の経蛍管理に伴う諸問題

v 1古びlこかえて

中国経済の「実験」として始まった経済特区は， 1978年12f!の中国共産党11期3中全会にお

ける経済政策の全面的転換以降，翌1979年6月， 5期全人代第2回会議による合弁法の採択，

80年の特区建設の全面的開始，特区の範囲拡大，特区とは異なる性格を持つ開発区の設置，移

しL、数の関連法規の公布制定，関係権限の下級行政区・機関への委譲と急速に展開してきた。

1986年には都小平をして「開放政策是中国的希望Jと言わしめている。

しかしながら他方， 3中全会後の経済・生産力重視の党方針や過剰な生産活動は，各企業の

間に投資く飢餓感＞と大衆の聞に消費財に対する渇望とを生みだしてその経済は過熱し，原材

料・部品の調達の困難と外貨準備の激減をもたらした。加えて国内の経済体制改革の困難性は

一方で失業，他方で滞貨の山となって顕れたのである。

筆者には一連の政策実施が「性急な動き」との印象を否めない。何故， 「開放」はかくも急

速に展開しなければならなかったのか。いかにして「実験」は「希望」となったのか。

小稿は中国における最近の対外経済開放政策の象徴である外資導入策とくに直接投資に焦点

を絞り，経済体制改革をも含めた経済政策全般の中での位置付け，合弁企業をめぐる投資環境

と合弁事業展開の実態，そして経蛍管理上の若干の問題などについて考察したものである。

本稿の前半では「改革」と「開放」の意味，外資導入政策と直接投資の展開を考察し，後半

で，対中国投資の抱える問題点を中小合弁企業の経営管理の実態に即して探ってみたい。

本稿の中で中小合弁企業について述べているが，その際，合弁企業の外国側出資親会社とし

て日本の中小企業を念頭において執筆したことを申し添えておく。

Il 中国経済体制改革と対外経済開放政策

1. 「改革」から「開放」へ

本年l土中国にとって「第7次五ヵ年計画」 (1986～1990）の最終年度に当たる。この計画で
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は工農業生産総額の年平土急上昇率6.7~ぢ，農業4%，工業7.5%なとの指針が示されていた。こ

の数値は「第6次五ヵ年計画」 (1981～1985）の実績より低めに設定されている。 「第6次計

画」では工農業生産総額の年平均成長率11.0%，農業10.8%，工業11.4%, 1985年における全

人民所有制独立採算工業企業による生産額は貫工業，軽工業を併せて 5,657倍元であった。

ところで「第7次計画」策定に当たり，前年までの生産過熱を受けて越紫陽首相（当時〉は

前半2ヵ年を調整期，後半3ヵ年を本格的経済改革のための期間と位置付けた。同五力年計画

の期間中，特に留意しなければいけないのは経済体制改革の展開とこれに結びついた対外経済

開放政策の進展がみられたという点である。経済体制改革の志向するものは中国共産党12期中

央委員会総会第3回全体会議(12期3中全会〕に提出，採択された「経済体制改革の決定」に詳

しい。この文献は綱領的文書であって具体的政策にまで言及しているわけではないが「改革」

は中国社会主義経済の根幹に触れるものであり，同時に建国後40年を経た中国社会主義経済の

「現在」が抱える困難な問題の表現，敢えて言えばそれは現代中国の政治・社会的状況，民主

化運動などとの関連において「危機」の一つの表現と言ってもよい。

周知のように中国の経済は社会主義の下での計画経済によって運営されている。国家計画委

員会の生産計百に基づき中夫が全国各生産点に生産指令を降ろし，企業はこれに応じて生産活

動に従事するわけである。生産に必要な資財，原燃料，部品，機械設備，労働力などの調達も

中央の指令によって達成される。各生産物に対する需要は一応，生産点の申告によって積上げ

てはいるが，大きな枠組み，すなわち生産の方向は中央によって決定される。生産と流通の全

面が党と国家によって統制されている。本来，社会主義的計画経済の身上は， 「所有」や「分

配」の問題を措けば，生産の合理性に在る。この合理性こそが，資本主義経済の不条理性にも

優り，速やかな経済成長を保証するものであった。

この計画経済を運営するためには官僚制が前提とされるが，経済成長に伴ってこれが更に肥

大化していくのが宿命でありその硬直化もまた避けられない。

「上意下達」の経済運営，官僚制に伴う経済運営の非効率性，不合理性，生産と流通の停滞，

官僚の汚職，腐敗，建国後の中国社会主義経済は一定の成果を挙げつつもこれらの問題を克服

することができなかった。

「改革」は，生産力の一層の発展にとって桓袷となっているこれら諸問題を乗り越えるため

に，例えば，生産と価格の面で，指令性生産を基幹的産業の極く限られた分野に抑え，指導｜生

生産の枠を拡げ，市場経済システムを大胆に採り L、れ価格形成は市場の需要供給の形成力に任

せる。官僚主義的経済組織の弊害を除くために，各企業に生産・経営責任をもたせろと同時に

権限の委譲を図る，党の指導と企業経営管理者の職責とを分離する，などをめざしている。

他方，当初l土資金調達と外貨獲得を主たる目的としていた外資導入策とくに直接投資の受入

れは次第にその政策目標も変化し，資金調達の他に先進的な科学技術や生産方法・生産設備さ

らには経営管理手法などを吸収する「窓口」として位置付けられるようになった。
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第7次5ヵ年計画期の対外経済政策の要は外資導入の拡大であって，同期間中，総額400億

ドル (1979～1985年における外資調達額の実績は 217億9071万ドル〉の資金調達が計画されて

いるが，とくにその資金は電力および石油資源の開発などのエネルギー関連部門，港湾建設の

ような交週間連部門およびエレクトロニクス分野などに重点投資されろ。他方，上記の政策的

位置付けによる直接投資誘致を促進するため，その受入れ体制を整備していくことになったの

である。

2. 開放政策と外資導入策の実施経緯一特区・開発区を中心に

ここで開放政策および外資導入策の展開をその象徴的存在である経済特区・開発区建設の具

体的実施経緯にみてみよう。

1978年12月に聞かれた中国共産党11期中央委員会総会第3回全体会議（11期3中全会〉は中

国の対外経済政策および外資導入策にとって歴史的転回点であった。

党の活動の重点を階級闘争のような政治的分野から生産力重視の経済政策に移すとL寸転回

のみならず，対外経済政策においても新機軸を打ちだしたのである。

従来，対外経済において資源の輸出や外資の導入に慎重であった中国は，この3中全会の決

定に沿って積極的に外国貿易・資本取引きの多様化を図り，委託加工貿易，補償貿易，石油メジ

ャーによる海洋石油開発，世銀，輸銀など公の圃際的金融機関からの融資導入，政府間借款，

民間商業銀行による融資など多様な形で国外の資本を積極的に利用する姿勢をとった。特区・

開発区における投資は形態的には外資導入， とくに直接投資（中国の場合は合弁企業が多しつ

のー形態であるが中国経済の新しい方向，経済体制改革め「フロンティア」という点において，

また新しL、対外経済政策の魁けという点において，また内に字む問題は措くとしてその目覚ま

しL、量的展開とL叶点において， 「経済特区JI土対外経済開放政策の象徴的存在である。

ここで特区を中心とした開放政策と外資導入策に関わる法的および行政的整備の実施経緯を

概観しておこう。1)

早くも1978年，国務院「第38号文献」は広東省宝安県〈現，深:!111市〉に特殊な生産・輸出基

地を築くことを提案している。翌1979年1月31日には香港招商局の管轄下に，同地において蛇

口工業区を設けることが党中央，国務院によって決定されている。また79年5月，広東省人民

政府弁公庁は「深刻i，珠海，油頭輸出特区の試験的実施に関する初歩的構想、」を起草している。

これと並行して法制度・行政面での機構的整備が徐々に進められ，同年6月には合弁事業に関

する基本法「中華人民共和国中外合資経営企業法」（以下，「合営法」または単に合弁法と略称〉

が5期全国人民代表大会第2回会議において採択され，投資球境の法的整備が緒についた。周

年7月15日，国務院「50号文献」において慶門，油頭，深刻，珠海に「輸出特区」を設置する

ことが明らかにされ，同じ頃，国務院に特区弁公室が設けられた。当初， 「輸出特区」と呼ぽ

1）以下の実施経緯概略のうち1981年までの記述には大橋英夫氏がまとめられたものを参考にさせてい

ただいた。〈中国研究所，『中国年鐙~. 1985年版の「開放経済のゆくえ」より〉
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れた特区の名称は1980年5用16日，党中央・国務院の公布文書によって公式に「経済特区」と

遇達された。

他方， 1979年，広東省党委員会は「広東省経済特区条例」草案を起草，同年12月，同省人民

代表大会第2画会議に提出され審議，採択された。翌80年，同条例は中夫へ送られ， 8 .R26日，

5期全国人民代表大会常務委員会第15回会議において承認された。 1981年11月には全国人民代

表大会常務委員会第21回会議において，経済特区に関する各項単行法規制定権が広東・福建両

省の人民代表大会lこ授与されると決定した。

後，海南島を特区に加え更に1988年，省に昇格させた。

1984年，経済特区とは別にく放〉を更に推進するために沿岸14都市を開放都市に指定， 2）「経

済技術開発底」 （以下，単に開発区〉として外資導入地区を設け，特区に準ずる外資優遇，権

限委譲などの措置をとった。 「開発区」の政策的地位は，経済特区が製造業から観光・不動産

業，商業までを含む総合的開発を目指しているのに対し，地理的優位性を活かしつつ生産的企

業を中心とした技術集約型産業を導入・育成するものと位置付けられている。

1984～85年にかけて，特区政策の進畏と投資実績とに自信を深めた党中央，国務院は特区・

開発区に続いで85年2月，長江デルタ，珠江デルタ，間南デノレタの 3デノレタ地帯を「沿海経済

開放区Jとして，また1985～86年にかけては10都市を「計画単列都市」として外資導入重点域

域に指定ベ 夏伝1988年には遼東半島経済開放区，山束半島経済闘志文民などを加えた。「嗣放」

は沿海部から内陸部へ， 「点Jから「線」へ， 「線」から「面」へと拡がっていったのである。

いわゆる経済特医は当初， 「輸出特IRJといわれていたように，主として外貨を得るための

輸出加工区む、う位置付けがなされていた。 1976年，毛沢東亡きあと事国鋒が党首席に就任，

経済政策についても指導的立場にたったがこの時，策定された「10カ年規画」による過大な投

資のため外貨事情の極度の悪化に陥った。り当時，外貨の獲得は経済建設にとって最優先課題，

急務であった。しかしその後，経済が「調整」の時期に入り外貨事情も好転すると，その法制

・行政上の制度を整備する過程でその性格を変えていさ， 1981年には特区は現在のような内容

となった。すなわち開放政策の意図は，欧米工業国の先進的生産方法，詰営管理技術，最先端

技術の移転を「特区」を窓口として全企業に敷荷し生産段階，生産水準をひきあげ［現代化」

を達成するためのフロンティアとしての役割を担うことになったのである。引こうして「特区」

2〕大連，泰阜島，天津，煙台，青島，連雲港，南通，上海，寧波，温州，福ナi'I，広州，湛江，北海の

14都市からなる。

3 ）「計画単烈都市」はハルピン， J寄陽，大連，青島，寧波，慶門，広ナH，西安，~漢，重慶などから

成る。

4）「10カ年規画」の全容について述べる紙幅はないが，対外経済関係では， 120項目にのぼる大型プ

ロジェクト推進のため78,79両年に総額71億4000）］ ドルに達するプラント・技術納入契約を結び，そ

の結果，貿易収支は大幅赤字に悪化，外貨準備は80年12月に22億6200万ドルまで下落した。 81年2月

には買付けたプラント類の一方的契約破棄ないし延期とL、う異常な事態となった。
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は外貨獲得のための単なる輸出加工区から経済体制改革の一環としての地世へと「昇華」され

たのである。

この特区の性格規定変化の過程の中で，特区と開発区との位置付けの違いも明確になってき

た。特区は中国の生産水準をひき挙げ経首管理技術を高めるためのものと位置付けられ，他方，

開発区は先進的技術を導入し吸収するためのものとされた。

ここでこれまでの議論を小括すると，中国の社会主義と生産の歴史的段階に規定され経済体

制改革は標模されたが，開放政策ないし特区政策はその一環として重要な位置を占め1981年に

はその基礎整備を完了した。次ぎに外資導入の具ー体的状況を投資受入れ側の対応、と投資実施の

量的展開にわけてみてみよう。

l[ 外資導入策の展開

1. 外資導入の法的措置と行政機構整備

ここでは外資導入策とく ι直接投資の受入れr体制をその法的措量および行政面での整備を中

心にみていこう。

W 仏前に触れたように， 1979年7月1日に「合営法」 （合弁法〉が 5期全人代第2回会議で採択

され同月 8日には公布，却日施行された。全文15条の簡単なものであるが同国における直接投

資受入れの基本的方向を明らかにしたものである。翌1980年9月10日には「中華人民共和国中

外合資経営企業所得税法」が5期全人代第3回会議で採択，即日公布・施行され，また同年，

「中華人民共和国中外合資経営企業所得税法施行細則」が12月10日に国務院により承認され，

12月14日に財政部から公布されている。また1983年9且20日には「合営法」の細部を詰め運用

を円滑にするため「中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例」 （以下，単に「実施条例」〉

が国務院から公布されている。加えて1986年10月11日，高接投資を更に促進するために「外国

投資者の投資奨励に関する規定Jc~ 、わゆる「22条」）を公布している。前後するが同じ年，中

国における合弁企業堆持・運営にとって重要な意味を持つ外貨について「中外合資経営企業の

外貨収支バランス問題に関する規定」が 1月15日国務院により公布， 2且1日に施行された。

まず行論の必要上， 「合営法」全文を以下に掲ffる。6)

中華人民共和国中外合資経営企業法

1979年7月1日第5期全国人民代表大会第2回会議で採択

同年7月8日 公布・施行

5）「特区」の理論的性格については，特区政策そのものの評価と同様，党内で当初から見解の一致が

在ヮた訳ではなL、。現在，その性格は国家資本主義とL寸評価に落着いているようである。

6）以下は，日中経済協会『日中合弁企業設立のすべて』〈改訂版）， 1988年10月， 122～124頁の訳を利

用させていただいた。
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第 1条 中華人民共和国は，国際経済協力と技術交流を増進するため，外国の会社，企業，そ

の他の経済単位または個人（以下，外資側とよぶ〉が，平等互恵、の原則にもとづき，中国政

府の認可を経，中国の公司，企業またはその他の経済単位（以下，中国側とよぶ〉と共同し

て，中辛人民共和国の国内に合弁企業を設立することを許可する。

第2条外資側が中国政府の認可した取りきめ，契約，定款にもとづいて合弁企業に投下した

資金，および取得すべき利益金，ならびにその他の適法な権益は，中国政府が法律によって，

これを保護する。

合弁企業のすべての活動は，中華人民共和国の法律，法令および関係諸条例の規定を遵守

しなければならない。

第 3条合弁企業の各当事者が調印した合弁の取りきめ，契約，定款は，中華人民共和国外国

投資管理委員会に申告しなければならず，当該委員会は， 3カ月内にその認可または不認可

を決定しなければならない。合弁企業は認可を得たあと，中華人民共和国工商行政管理総局

に登記し，営業許可証を受領して営業を開始する。

第4条合弁企業の形態は有限責任公司とする。

合弁企業の登録資本のうち，外資側の投資比率は普通， 25パーセントを下らないものとす

る。

合弁企業の各当事者は，登録資本の比率ιもとづいて利益を分け，危険と欠損を分担する。

登録資本は，当事者の一方がその持分を譲渡するげあい，かならず相手方の同意を得なけ

ればならない。

第5条合弁企業の各当事者は，現金，現物，工業所有権などで投資することができる。

外資側が投資にあてる技術と設備l土，たしかにわが国の必要に見合った先進的なものでな

ければならなL、。もしおくれた技術と設備で故意に欺き，損失をもたらしたばあいは，その

損失を賠償すべきである。

中国側の投資には，合弁企業の存続期間に提供する土地使用権を含めることができる。土

地使用権を中国側投資の一部分としないばあいは，合弁企業は中国政府に土地使用料を納付

しなければならない。

上記のそれぞれの投資は，これを合弁企業の契約と定款に規定しなければならず，その価

格（土地は除く）は合弁企業の各当事者が協議して定める。

第6条 合弁企業に設ける取締役会の人員構成については，合弁企業の各当事者が協議して，

契約，定款のなかにこれを定め，合弁企業の各当事者がそれぞれ派遣，更迭する。取締役会

には代表取締役1人を設けることとし，中国側が担当する。副代表取締役は l人たいし2人

とし，外資側が担当する。取締役会は重要問題を処理し，合弁企業の各当事者が平等互恵の

の原則に従って協議し決定する。

取締役会は合弁企業の定款の規定にもとづき，企業の発展計画，生産経営活動方案，予算，
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利益の分配，労働・賃金計画，企業の解散，および社長，副社長，技師長，総会計士，監査

伎の｛王命または招時，その職権と待遇など，合弁企業のすべての重要問題を討議，決定する。

正・副社長（または正・副工場長）は，合弁企業の各当事者がそれぞれ担当する。

合弁企業の労働者・職員の雇用および解雇は，法律にもとづき，合弁企業の各当事者の取

りきめ，契約によってこれを定める。

第7条合弁企業l土，その取得した粗利益について，中華人民共和国税法の規定にしたがって

合弁企業所得税を納付したあと，合弁企業の定款の定める積立準備金，労働者・職員報奨福

祉基金，企業発展基金を控除し，純利益を合弁企業の各当事者の登録資本の比率に応じて分

配すろ。

世界の先進的な技術水準をもっ合弁企業は，利益をあげはじめてから最初の2年ないし 3

年間，所得税の減免を申請することができる。外資側の取得した純利益を中国の国内で再投

資するばあいは，すでiニ納付した一部所得税の払い戻しを申請することができる。

第8条合弁企業は，中国銀行まなは中国銀行の同意した銀行に口座を聞かなければならない。

合弁企業の外国為替関係事務は，中華人民共和国外国為替管理条例によって処理しなけれ

ばならない。

合弁企業はその経営活動において，直接，外国銀行から資金を調達することができる。

合弁企業の諸保険は中国の保険公司にかけるものとする。

第 9条合弁企業l土，その生産経営計画を所管部門に申告し，これを経済契約の方式で実施し

なければならない。

合弁企業分必要とする底材料，燃料，付局設備等については，中国での購入を優先させな

ければならないが，合弁企業のみずから調達した外貨をつかつて，国際市場で直接購入する

こともできる。

合弁企業にたいしては，中国の国外に製品を販売することを奨励する。輸出用の製品は，

合弁企業が直接，または関係のある委託機構を通じて，これを海外市場に販売することがで

き，また中国の対外貿易機構を通じて販売することもできる。

合弁企業の製品は，中国の市場で販売することもできる。

合弁企業は，必要あるばあし、，中国の国外に支社を設けることができる。

第10条外資側が法律および取りきめ，契約の定める義務を履行したあと取得した純利益，合

弁企業存立時期の満了または中止のさい取得した資金およびその他の資金は，合弁企業の契

約の定める通貨で，中国銀行を通じ，外国為替管理条例にもとづいて，これを国外に送金す

ることができる。

外国側が国外に送金できる外貨を中国銀行に預金することを奨励する。

第11条 合弁企業の外国籍労働者・職員は，賃金その他の正当な収入について，中華人民共和

国税法；こより個人所得税を納付したあと，中国銀行を通じ，外国為替管理条例巳もとづいて，



106 立教経済学研究第44巻第1号 1990年

これを国外に送金することができる。

第12条 合弁企業の契約期間は，それぞれの業種，状況にもとづいて，合弁企業の各当事者が

協議して定める。合弁企業の契約期間満了後，各当事者が同意し，かつ中華人民共和国外国

1Jt資管理委員会に申請して，その許可を得たばあいは，期間宏延長することがでさる。契泊

期間延長の申請は，契約期間満了の6カ月以前にちこなわなければならない。

第13条合弁企業の契約期間満了以前に，藍大な欠損，契約と定款の定める義務にたいするー

方の不履行，不可抗力等が生じたばあいには，合弁企業の各当事者が協議して同意し，「ド事

人民共和国外冨投資管理委員会に申請して許可を得，工商行政管理総局への登記を済ませた

あと，契内を期限i請に解消する｛ことができる。一方が契約に違反し，損失をも 7二らしたとき

は，契約違反した側がその経済的責任を負わなければならない。

第14条 合弁企業の各当事者間に紛争がととじ，取締役会で協議しても解決でさないときは，中

聞の仲裁機構が調俸まだは仲裁をおこない，合弁企業の各当事者が協議してその仰の仲裁機

構で仲裁することもでさる。

第15条 この法律は公布の白から発効する。その改王権は全日人民大表大会に属するものとす

る。

以下，令弁事業の経営・投資環境に係わる問題について残つかの論点にしぼり考えてみ上う。

(1) 出資比率・出資形態

「合営j去」に基づいて誌立きれる合弁企業は中国法人であって， 7) その企業形態以有限責任

表 1 合弁企業の資本金と総投資額の比率

一竺一空資額回空唖
300万ドJレ以下 I 1110 

備 考

300万ドノレ麹， L000万ドノレ以 1 1/2 

下 i
1,000万ドル超， 3,000万ドル｜ 2/5 

以下 i 

3,000万ドル超 1/3 

但し，総資本額が300万ドル超， 420万ドル未満の場合，資

本金は210万ドルを下回ってはならなし、

但し， 1,000万ドル超， 1,250万ドル未満の場合， 500万ド

ノレを下回ってはならなL、。

｜但し， 3,000万ドル超， 3,600万ドノレ＊71荷の場合， 1,200万

！ドノレを下回ってはならない。

主主）：（1)鴻廷に際し℃の投資増分比率もこれに準ずる．
(2）合作企業，金額外資企業の資本金と総投資額の比率は，これを参考とする．

出典：『合弁企業の資本金と総投資額の比較に関する暫定規定』（悶務院， 87年3月1日公布〉

7）中国における直接投資の形態は「合資経営企業J「令作企業」「独資企業」「合作閣発」などに区分さ

れる。合資経営企業は法人格を有するが，合作企業は法人格を持つものと持たないものがある。両者

ば共にいわゆる合弁企業に含まれろ概念でちるので，コド稿でも，単に合弁企業といえばこの両者今併

せた］般的意味でとの請を用いている。 1§.し「合資経世企業」に限定するときは「合蛍企業」と去記

する。
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公司であることが規定されている。 （「合話法」篇4条〉。したがって当該合弁企業が負わなけ

ればならない経済的責任は合弁双方が出資した「登録資本」の和をもって限度額とする。また

双方は「平等互恵」の原則に基づきその出資比率に応じて利益と危険とを分担する。

かつ同時に「登録資本」の内，外資側の出資比率は25%を下らないものとされている。現実

には，中国側と外国投資側との両者による折半（50:50）の場合が多いようである。

現在，中国には日本でいうところの「授権資本」に相当するものはなく， 「合営法」および

「同実施条例」で存在する資本概念は「登録資本」と「総投資額Jの2種だけである。 「登録

資本」は合弁企業を中国側登記管理機構に登記する場合の資本金のことで，合営双方の出資額

の和と規定されてし叩。それは一般に人民幣によって表示されるが，合営双方の協議の上同意

した外貨をもって表示することもできる（「実施条例」 21条〉。 「総投資額」とは「合営企業の

契約書，定款が規定する生産規模に基づき投入を必要とする基本建設資金と生産流動資金の総

和」とされている（「実施条例J20条〉。これら登録資本と総投資額との比率は表1のように定

められている。実際には 300万ドル以下の小規模の投資が多い状況の下で，総投資額に対して

70%の登録資本を，全た3000万ドル以下の合弁事業の場合で、も40～50%の登録資本を払込まな

ければならない。）般に日本企業l土自己資金の比率を低く抑えて（20～25%）特定の事業に多

くの資金が集中することを避け，資本の効率的運用を図る傾向があるが，後にみるように中国

内の合弁企業が融資全受けにい、事情と考えあわぜてみると，資金調達の商で多少の問題を含

んでいるように思える。

(2）投資分野

次きeに合弁企業設立が認可される投資分野を一瞥しておこう。 「実施条例Jはその第3条で，

合営企業は経済発展と科学技術向上を促すものであり社会主義現代化建設に利するもめでなけ

れlまならないとして，設立が認可される投資部門としては以下に掲げる 6部門を挙げている。

(1) エネルギー開発，インフラ建設，建築材料工業，化学工業，治金工業。

(2) 機械製造工業，機器・計器工業，海洋石油採掘設備の製造業。

(3) 電子工業，計算機工業，通信設備の製造業。

(4) 軽工業，紡績工業，食品工業，医薬・医療機器工業，包装工業。

(5）農業，牧畜，養殖業。

( 6）観光・サービス業。

同時に同条例は投資内容について数項目の条件を課している。

まずそれは，次の1項又は数項の条件を満たしていなければならない。

(1）先進的な技術設備と科学的管理により，製品の品目数を増加させ，製品の品質と生産量

を高め，エネルギーと材料を節約することができる。

(2）企業の技術改造にとって有益であり，投資は少ないが，効果は速し収益が大きし、こと。

(3）製品の輸出を拡大し，外貨収入を増やすことができる。
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(4) 技術者と経嘗管理者を養成できる。

又，設立を申請した合弁企業が，次の何れか 1つに抵触する場合には，認可されない。

(1) 中国の主権を損ねるもの。

(2) 中国の法律に違反するもの。

(3) 中国の国民経済発展にとって必要でないもの。

(4）環境汚染をもたらすもの。

(5）締結された協議書，契約書，定款が明らかに不公平であり，合弁の一方の権益を損ねる

もの。

しかし中国側が真に希望する投資プロジェクトの内容をみれば， 「経済発展と科学技術向上，

社会主義現代化建設」の意味，直接投資導入と合弁事業との政策的課題がある程度窺える。中

国側が望む投資分野について伝えられるもののうち主なものを挙げると， 8）海洋石油開発，電

力を中心とするエネノレギ一関連技術および設備， Ls Iを含むコンビュータ関連の総合的技術，

通信関係，輸送・動力伝達系技術，コンビュータ制御ないし数値制御系など先端技術の移転と

関連機器・設備の生産とが政策目標として乏かんでくる。これらはまさに中国経済の「現在」

にとって弱L、環を構成するものである。逆に，今後，規制が厳しくなるかまたは中国側が導入

に消極的で認可が困難になると伝えられる製造業分野には，綿紡織， TV, VT R，その他エ

レクトロニクスの組立て，民生用電機・精密機器の組立て，陸上輸送機械類の組立てなどが挙

げられている。ここで注意を惹くことは，たとえ先端分野といえども単なる組立てくアセンブ

リ〉の移転を中国側がもはや望まないということである。 「外商」の思惑や現実的な必要性は

ともかく中国側の政策目標は，豊富な低賃金労働力を利用した労働集約型産業促進とは別のと

ころにあるようである。

(3）生産・流通機構と原材料・部品の調達

合営契約が規定する経営範囲と生産規模とに基づいた生産経営計画は合弁企業の童事会（取

締役会〉が認定し経営を指揮・統括する。その枠内で合弁企業は自由な生産活動と自主性を保

証され，企業所轄部門および各級管理部門が指令性生産を下達することはないとされている

（「実施条例」第56条〉。しかしながら「合営法」第9条は合弁企業の生産活動にとって必要な

原材料，燃料，付属設備などの調達，製品にとっての市場については規定している。ここで同

法は必要な原材料J，部品，燃料，付属設備などの調達は国内での調達を優先させること，輸入

する場合も自らが調達した外貨をもってすること，また製品の販売は輸出を主とすることなど

大きな箔をはめていることが判る。

国内において，生産にとって必要な物資調達は，それが国家「統一分配物資」 ωであれば国

8）中国側が望む投資分野について細かい項目は巻末註を参照ぬこと。

9）中国における生産・流通の分類については日中経済協会，前掲書（66～67頁〉が手際よくまとめら

れているので，それを引用させていただく。〈巻末註を参照〉
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の点で不安が残る。やはり企業側の充分な外貨資金計画が求められる。また中小企業にとって

全に保証されているとは言い難く，不足は各部所管あるいは地方所菅の物資供給に協議価絡ま

たは市場価絡で頼らざるをえない。その場合，各級行政機関の官僚主義的硬直性，更には価格

・品質の面でも合弁企業は困難な問題を抱えることが避けられない。もちろんこれは合弁企業

のみが特殊的に直面する問題ではなく中国の企業全体が抱えている問題でもあるが，行政側に

有効な対応のない点が気にかかるのである。

( 4）税務とくに企業所得税

次ぎに合弁企業の税務および租税優遇策について述べてみたい。

一般に合弁企業に関連する租税には①中外合資経営企業所得税，①地方税，③工商統一税，

①関税，⑤都市土地家屋国定資産税，①車両船舶使用免許税，⑦個人所得税などがあるが，こ

こでは主に合資経営企業所得税（以下，単に所得税と表わす〕を中心にみておこう。

「合嘗法」は，合弁企業が所得税を納め各種準備金・基金を控除した後に合営双方が利益を

分配すること，高度技術企業に対する優遇措置が採られること，利潤再投資の場合に所得税が

還付されることなどを規定している（第7条〉。まと「実施条例」は合営企業が納めるべき関税

および工商統一視に関する霞遇措置に触れ，合営企業は契約に基づく生産計画の枠内でその投

資に伴う輸入には関税および工商統一税が免除されること〈第71条〉，合営企業が生産した輸出

商品には工商統一税が免除されること（第72条〉などが決められてb、る。みられるとうり租税

面でとくに優遇される合弁事業は，先進技術をもたらすであろう企業または外貨獲得に資する

企業ということになり，ここにも政策意図が明快に理解できる。

「中華人民共和国中外合資経営企業所得税法」（以下，「所持税法」と略す〉第3条は一合営

企業所得税の税率は305ぢとする。そのほか，納付すべき所得税額の10%にあたる地方所得税を

付加税として徴収する」と規定している。更に，利益の国外送金に10銘の所得税が課税される

こと（第4条〉，合弁期間10年以上の新規合営企業については利益があがりはじめた初年度に所

得視免除かっ2・3年度に税額が半減されること（第5条〉，外資側が国内に利益を再投資する

場合はその再投資部分について既に納めた所得税額の40?0を払戻すこと（第6条〉などが定め

られている。

後に1983年9月2日採択された「中外合資経営企業所得税法の改正に関する決定Jでは，

「所得税法」第5条が“初年度に所得税免除かつ2・3年度に税額が半減される’p から“初・

次年度lニ所得税免除かつ3・4・5年度に税額が半減される’p へと改められ，優遇策が説、大さ

れている。

とくに経済特区の場合は租税優遇措置が更に手厚く，その企業所得税は生産的，非生産的を

関わず一律に15%のみの課税となっている。 10）この課税率は伯の ANIEs, ASEAN諸国の視

10）その上，「製品輸出企業」は所得税減免期間の満了後， 100分の10の税率で納付。また「先進技術企

業_II土所得税減免期間の満了後，半減納付期間を更にき年，延長しうる。
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率と比較してもかなり低L、数字である。11）企業所得税優遇の他にも，合弁企業の外資側が利益

送金する場合の送金税の免除，生産のために必要な機械設備，原材料・部品，交通手段などい

っさいの生産財についてその輸入は全て免税，同時に特区企業による製品輸出は若干の例外を

除き免税など，各種の優遇措置を支けることができる。

(5）外貨収支と資金調達

「合営法」第8条において，合営企業は中国銀行（中国における外国為替専管銀行〉または

その同意した銀行に口座を開設し，外国為替関連事務は｜中辛人民共和国外国為替管理条例」

によって処理しなければならないことが規定されている。合営企業の外貨収支を政府が統一的

に管理する政策意図が明瞭に窺えるが，この問題はこの種の企業にとって死活的問題であり，

また為替管理の行われている途上国・地域に対する直接投資ないし合弁事業全体に対し普遍性

を持つものと考えられるので更に詳細にみてみよう。

合営企業は，国家工商行政管理局が発行する嘗業許可証に基づき，中国銀行またはその指定

する銀行に外貨預金口座と人民幣預金口座とを開設しなければならず，合営企業の一切の資金

の流れを当該銀行が監督することになっている（「実施条例」第九条〉。一切の外貨収入は全て

口店開設銀行に預入れ，一切の外貨支出は全て同行から支出されなければならない。銀行の機

能を考慮すれば政府・中国銀行が全合弁企業の外貨資金の流れを把握，管理しうることは容易

に想像できる。他方また合営企業は，一般にその外貨収支が均衡を保っていることが要求され

ている（「実施条例j第75条〉。仮に認可された合営企業において， F/Sないし契約書に基づ

きその製品の販売が国内市場に依存した結果として外貨バランスが保てない場合は，関係各省，

自治区，直轄市の各人民政府または国務院所管・所轄部門が留保する外貨で調整解決し，なお

調整が必要なときは対外経済貿易部および国家計画委員会の認可を経て，計画に組入れ解決す

るとされている。

この点について「中外合資経営企業の外貨収支バランス問題に関する規定」 (1986年1月15

日国務院公布，周年2月1日施行〉は，合営企業に外貨収支上の問題が発生した場合は「審査

・認可権限に応じて各級で管理・解決する」としている（第3条〉。国家主管部門が設立認可し

た合営企業の外貨問題については，原則として当該部門が責任を負うべき全国の合営企業の外

貨収入の範囲内で調整・解決する。国務院によって認可権限を移譲された地方人民政府または

国務院関係部門が認可設立した合営企業の外貨問題は，それらが責任を負うべき合営企業全体

の外貨収支の枠内で調整し解決するということである。外貨収支については本来的に中夫の管

理・規制が厳しく， 1級行政区政府といえともその外貨資金調達力，問題調整・解決能力なと

11) ANIEs, ASEAN諸国の輸出加工区はほとんど法人所得税優遇措置を備えていないようなので a般

的な合弁企業適用税率を挙げると，韓国は20%,30%または339ぢ，台湾が15,25, 35%の累進課税，

香港は17.09ぢ，シンガポールが33%，タイカ：30%,339ぢ，マレーシアが40%，インドネシアが15,25, 

359ぢの累進課税，フィリピンが359ぢ， 35%の累進課税である。
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家の生産計画の中に組込まれ，比較的低廉な価格で供給されるといわれるが，量的にそれが売

は後に触れるように，外貨収支バランスを維持することがより困難になる。同国での合弁事業

を考える場合，この点に留意しなければならないであろう。

この問題については羽で再び触れることにして，次に合弁企業の資金調達についてみておと

う 12)。

合弁企業はその経営活動において外国銀行から直接3 資金を調達することができるとされて

L、る。（「合営法」第8条〉

合営企業にとって一般に中国銀行，中国国際信託投資公司〔CITIC），外国銀行を含むその

他金融機関からの資金調達が考えられる。中国銀行の融資は流動資金，決済資金，固定資産投

表2 地方政府の外資利用限度額認可権

1980 [ 19s1 I 1982 1983 1984 1987 

広東・福建省 I500万ドル I 500万ドル 1億元 1億元 3,000万ドル

4七 示 市 I300 II 500万ドル l, 000万ドル 3,000 II 

天 津 市 300 II 

I 500万ドル

1,COO II 3, 000 II 3, OO・J II 

上 海 市 i 300 II 1, 000 II 3, 000 II 3, 000 II 

遼 寧 省 300 II ・．． 500 II 1, 000 II 3, 000 II 

海 ｝匂 省 500 II 3, 000 fl 

河 北 省 500 II 3, 000 tr 

山 東 省f 500 II 3, 000 /( 

1工 蘇 省 500 庁 3, 000 II 

i折 江 省 500 II 3,000 II 

広西自治区

3007f Fノレ ｜ 
500 II 3, 000 II 

その他省・自治区 300 II 500 II I 3, 000 II 

経済特別区｜ l重工業別00方元 I3,o附ドル

軽工業3,000万元

蛇口工業区｜ 500万ドル

14港湾津都除く市〉
（上海，天

大 連 500万ドル 1,000万ドル

広 チト｜ l, 000 II 

重 慶 市 300万ドル 500 II 

武 漠 500 II 

j審 陽 市 500 II 

その他省都 500 II 

中蘇小（〈広都広省市東東）省，・省の庁 I 
200～300万ドル

局 遼寧，
I工
市県 ， 上海 iI 

150～200万ドル

出典目ジェトロ『中国：；本格化する経済改革』 1985年3月ほか

12〕以下の記述は日中経済協会，前掲書， 56～58頁を参考にさせていただいた。
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表3 中閣の外資

1979年～193c年. 1984年 I 1985午
外資利用方式 ｜ー←←ー ァ一一一一一 ｜ 

件数i契約金額実施金須件数！契約金制笑施金額！件数 1契約金額実施金額

合 計 1 I I i 2, 2叫批判川山！山必i98山 2!44問 1

1 借款I I I I ，」 I , " ¥ 721 , i 

府 府借款 l I I i 判明，4651 72, 2981 591 10ヰ，0531 48, 632 

国際金融借款！ I I I 9i 96 9501 is, 2981 131 113, 1511 60, 430 
パイヤーズクレ｜ I ! ' I I I I 、 I I 1 , i : 12, 326! I ! i2, 64 

与向与融借歓l I I I I I 12・ 2 

8 

j］（ 労その他｜ I ! i . 44, 227, 12, 4181 I 138, 2171 76, 237 

,0矧 125,7611 3, ors! 593, nd 165, s必
'655i 25, 473¥ l, ,1121 202, 9701 57, 9路

山 I 41 35, 9591 48, 06~1 

a. : n.品 i ! ＂♀ I n.品 l
'1671 9, 8451 ' 26, 034'. 16, 8591 

a. In.a. I In.a. In.a. I 

〈出兵） 1979～86年は『中国対外経済貿易竿鑑』（1984,1985, 1986, 1987年版〕及び『国際商報fυ、民日銀』 1987年

資ないし茎本建設投資望号金などの各骨付けであって，人民幣または外貨建てで行たわれろ。ま

た CITICが出資する合弁事業も同様の融資を同公司より受けられるが，利子率は LIBOR十

αである。しかし実際：こは中国銀行から長期融資を交lナるの！土困難なようである r 一般に合弁

企業はその担保設定条件が整っていないので，外直側出資者の保証がない限り外国金融機関か

らの融資も難い、とL、われている。他方，合許企業は，中111~：1~行が認可した金融機関から債務

保証を与えられることによコて融資今受けろ可能性があり，その場合の｛責務保証限度額は塁本

建設投蛍門主録蛍木十借入金から流動資金を控除した部分） rJ)70%といわれている。債務保証

〈手数〉料は伏務保証額の0.1～496である。

(6) 産業基盤

ここでは産業若盤の整信：伏況を概括的に触れておこう。

‘般；こ中凶国内でl立通信胞設は日線数が不足している。また電力不足l土吏に深刻で，この方

函への大規模な扶資が認まれる。工；~m水につし、ては水道路設がi 分とはし、えず，特に占[JS市部

周辺でほ必要十分な用水供給ぞ期待すろのは難しいハ港湾格設も不足しでいて，現在，建設が

進行している港湾事情が好転するにはまだ時員を要すろ。 ANIEsといわれる中画局辺ω新興

工業国・地域が I：記C)論点iこっk、て一一一香jJtおよびシンガボーノレのー下業用水供給が量的制約を

受けるという点を除けば一一ほとんど問題がないという事情と比較してみると，中国側の産業

基盤整備の立後れが際立ってし品。
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〈金額単位：万ドル〕

1986年 I 1987年 I 1987年末累計

件 数同記瓦「遍年［（干己辰吉~lli-;iiiTt「亙下町函十実施金額
山 11.173，叫五瓦「 ~f；云云戸1；五「I扇戸，s9~ ， 43;j三示：86s

！~I ~！~：~：~I 5~~： ~~~1 ::! ~~~： ：：~1 5~~： ~：：I ~~~I 2・ ~：~： ~~~I な；；；
111 182, 5511 134, 1921 12¥ 139, 832! 71, 506i 451 532, 4841 284, 426 

248, 388. 17, 7611 ' 58, 0541 47, 290. I 306, 442 91, 025 

叫州問4叫 i 肌叫肌叫 ｜机羽lj 叫釘

8851 I 123, 9361 123, 353j I 422, 265 328, 476 115, 
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(7）行政機構における権限委譲

合弁事業誘致を促進し投資プロジェグトに機動的に対処するため，またとかく批判の多い，

認可手続きに伴う煩演を緩和するため，各級行政機関へ権限の委譲が進められてきた。すなわ

ち一定の限度額を設定し，その枠内で合弁事業の審査・認可権限が下級行政機関へ委任される

のである。（表2参照〉

1980年当時，広東・福建両省に 1件 500万ドル以下の合弁事業の審査・認可権が与えられ，

また直轄市，省など幾つかの 1級行政区へも 300万ドルの枠内で同様の権限が移譲・移管され

ていた。その後1983年には広東・福建舎の認可限度額が1億元（約3000万ドル〉に引上げられ，

直轄市のうち天津・上海両市が1000万ドルへと権限を拡大された。翌84年には天津・上海両市

が3000万ドルへと更に権限を拡大，経済特区や市，県などの下級行政区へも権限委任が拡大し

た。 1987年にl土全ての 1級行政区と経済特区に3000万ドルまでの投資認可権が与えられた。

しかしここで注意しなければし、けないのは，下級行政機関が認可した個別投資案件について，

上級行政機関；土資金調達，原材料確保，外貨管理，産業基探整備などに対し責任を負わないと

いうことである。 「実施条例」はその第8条で「対外経済貿易部は関係する省，自治区，直轄

市の各人民政府または国務院の部局に認可を委託することができる」と規定しているが，その

場合9

⑦ 総投資額が閏務院の規定する金額の範囲内であり，中間合首者の資金源が確実なもの
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② 国家が原材料を増加支給する必要がなく，燃料，動力，交通運輸，外国貿易の輸出配当

額等グヲ全属的なノ〈ランスに影響を与えないもの

という 2点を前提条件として掲げている。とれらはある意味では主体性を求めろ点で当然のこ

とではみるが国内事情ξ苦慮、すれば，外資導入の促進という点で、またよえに中小企業の対中直

接投資にとって問題がないわけではなし、

産業基盤整備は，その一部を10＇政府が借款によって整備する乃でその起慣権限・能力またそ

の返済能力などが問題になろう。

2. 直媛投資の展開

次に，表3によって同国の外国資本導入の全体像を直接投資を中心にみておこう。

1987午末現千五の累計で、みると，同国の外資導入件数l土全体で11,331件，総額は契約ベースで

459憶8431万ドル，実施ベースで233低1868万ドルに達した。総額（実施ベース〉の内訳は借款

が146低1115万ドノレ，直接投資が89信734万ドノレ，コマーシアル・クレジットが18億5618万ドル

である。直接投資は総額の38.1%を占める。以下は実施ベースを中心にみていこう。

直楼f究資形態別では「合営企業Jの実施金額が最ち犬きく 32{意9808方ド Jレ，これに「合作企

業」の記憶2226万ドル， i独資企呆」の l協5181万ドル， 「合作崩発」の22倍、3519万ドルと続

いている。

「合作開発Jが件数に比べ実j」む主頚が大さく， 1件当たり 5080万ドノレと巨額であるのは，海

洋石油開発に関係するようなエネルギ一関連大型プロジェクトを多く含むからである。

1984年以降，直接投資法実施ベースの金額でみると順調に拡大を航！？てきたが，「合作」，「独

資ム「合作開発」などの投資形態が実施金額で微増ないし俸滞に留まっていることからして，

「合営企業」による対中投資の成長がこの間の拡大を支えてきたといってよい。

ただ1986年lこ「合営企業ゴも含め件数が激減したのは当時，中国側外貨事情が悪化したこと，，

そして党中央・政府が製造業など生産的部門への設資促進を図るためにホテル，サービス業，

タクシ一事業ーなどの非生産的投資を抑えたことによるといわれている。

ここで1987午における合弁事業（合首企業に合作企業を加えたもので計算） 1件当り千均投

資額を契約金舗でみると148万ドル（実施金額では96万ドル）， 87年末端討では契約ベースで179

万ドル（同66方わけであり，全て180万ドル未満の中小規慢の合弁事業であろことがや向。

次iι衣4によフて対中直接投資同・地域剥（実施べース〉の状況をみておこう。みられると

うり香港・マカオによる投資が圧倒的に大きく， 1979～86年の累積舗で 120億7833万ドルに達

し総五1・194憧9505万ドルの61.9%を占め，米同の27信、436万ドル (13.8必ム日本の18億3905万

13）最近Ii香港・マカオに続き台湾企業の侍区進出が著しい「度門の経済特区を管轄する市経済貿易委

員会の陳永一本氏によると，これまでは許可した台湾企業の款は231注を数える。『88年から香港・ 7カ

オの投資件数をヒ回り， 89年は外国企業による投資件数215件の約半分， 116件が台湾からのものでし

た』。（中略〉また国家統計局に土ろと， 89年に中凪が許可した外資系企業5784件のうち，台湾は552:

件と 1割近く iニ上ってL、る。J（引用は日本経済新聞， 1990年， 3/30付〕



中小企業の「合弁」と経営管理 115 

表4 国・地域別外資導入状況（直接投資〉 （単位：万米ドノレ〉

I i院 I1叫 I19昨 11986年 i~~~存
日本I 95必1I 却 3041 47 068 
香港・マカオ 431, 919 217, 545 413, 432 144,937 1,207,833 

381 5,075 

タイ 250 2, 328 1, 456 1, 321 5, 355 

シン ;Jiポーノレ 5, 447 6, 256 7' 551 13, 7 41 32, 995 

クヱート ー 1,500 3,500 5,000 

自治 3,657 10, 524 2, 025 1,262 17,468 

フ フ ン ス 21,221 34 4,992 485 26,732 

イ タ ア 10,292 1,006 2,445 5,565 19, 308 

オ フ ン ダ 13 188 266 29 496 
J、.、 ／レ ギ 一 4,204 807 265 30 5,306 

英 国 32, 140 1, 262 I 4, ,128 4,280 42, 110 

テ、ンマーク 251 45 357 3,687 4,340 

スウェーデソ 1, 827 1, 464 496 3,787 

ノノレウェイ 327 21 122 2, 556 2,904 

ス イ ス 2,215 7 72 2,500 4,794 

オーストリア 144 9,000 9, 000 

ス 刊に イ ン 1, 058 152 1, 210 

アルゼンチン 2, 153 

カ ナ 夕、 6,558 8,806 16,239 

米 国 85,981 16, 518 115, 202 52,735 270,436 

オーストラリア 8,697 420 1, ,105 3,154 13,677 

2会 計 I745, 256 l机 494 633, 321 I 2は
出典：『中国対外経済貿易年鑑』各年版

Fル（9.4%）を凌駕している。 1986単年度をとってみても香港・マカオ系投資が14億 4937万

ドルで総甥（28億3434万ドル〉の51.1%を占め米国（ 5憶2735万ドル〉および日本（2穣1042

万ドル〉を大きくり｜離してL、る。13)

最後に官接投資額 (1979年～1987年の累計〉の国内分布状況に簡単に触れておく。表5によ

れば総件数1万675件の中，広東省が6970件で全体の65.29ちを占め，続いて福建省が 1023件で

9.5%を占めていた。両省で全体の 74.89ちに達する。形態別でみると「合営企業Jと「合作企

業」は総件訟においてほほ桔抗していろが，これを広東省に限ってみてみると合作件数が合弁

件数のおよそ 2倍心、う数字を示しているのが特憤的である。

同様に投資額においても広東省が群を披いて大きく，契約ベースで91億8831万ドル（実施ペ

ース， 31億1236万わけに達し総投資額の51.8%〔同， 58.3%）を占めている。ただ投資案件

の分布と異なるのは同省に続いて，福建省よりも北京市と上海市の地位が高いという点である。

以上，小括すれば対中直接投資は香港およびマカオによる投資が圧倒的に大きしまたそれ

らが主に華僑資本によるものである点を考慮すればアメリカおよび日本が投資国として璽要で
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表5 省別外資導入状況 (1979年～1987年）

形態別件数

合営企業i合作企業｜独資企業l合
231 I 29 I 1 

223 I 7 I 

90 I 13 

16 I 3 

12 I 3 

京
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途
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外資導入金額（万ドル〉
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230 I 2,1, 279 I 15, 038 
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71 ' 
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3,836 
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18 
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13 

1 212 I 77, 915 

45 I 9, 514. 5 

97 i 10, 304. 4 

291 I 184, 264 

194 I 21, 985 

153 I 15, 867 

54 I 3, 192 

1, 023 I 82, 194 

66 I 7, 406. 6 

126 I 33, 600 

78 I 22, 476 

78 I 5, 587 

99 i 6, 7 45 

6, 970 I 918, 831. 5 
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出兵・ 1988年7月7日付『上海工業経済報』

あり，地域的には広東省に集中している。かつ対中直接投資の多くは 1件当りの投資規；模］が

180万ドル未11：，：；の中小合弁事業から成っているといってよいだろう。

町 中小合弁企業の経営管理に伴う諸問題

上述の直によって対中直政投資は広東（および福建〉省に集中していること，その大部分が

中小規模の合弁企業であることなどが明らかになった。ここでは主に，合弁企業とくに中小合

弁企業の設立・運営に内在する困難な問題と，併せて圏外中小企業による対中直接投資・在中
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国合弁事業に関連する問題を中心に考えてみよう。

1. 合弁企業と計画経済

まず合弁事業全体に係わる問題は，市場経済を導入するとは＼、うものの経済計画を主とする

中国社会主義経済体制と合弁企業との関係である。経営責任と企業自主権をもっ合弁企業が多

かれ少なかれ国家の経済計画の枠の中に拘束されるということである。ここに対中国の直接投

資・合弁事業の特殊性がある。合弁企業の立場から換言すれば，経済建設と経済体制改革の中

に自らをどう位置付けるかとL寸問題に対する解答が，個々の企業に求められるということで

ある。これは決して経営理念とか合弁事業の果たす役割といったような次元の問題ではなし、。

すなわち国家の経済発展計画に沿った事業部門の企業，技術集約型企業，経営管理技術も含め

た先端技術企業，または製品を主に国外へ輸出する企業であれば原材料・部品の調達，融資お

よび外貨の調達，租税などあらゆる面で便宜と優遇措置を享受できる。これらの企業の条件を

充たす具体的投資分野については既に触れたが， しかし上述の中国側希望投資分野に対応でき

る中小企業は希れといってよい。

これを別の角度からみてみよう。ある部門で生産活動を行なう合弁企業を監督する行政機関，

つまり当該企業の所轄官庁・部局はこの企業に保護・便宜を与えるのに苔かではないが，当該

企業が必要とする良質の原材料・部品が他の部局の権限下であればその調達は全く顧慮、されな

L、かまたは困難なものになるであろう。ここでは官僚主義的行政機構の壁が合弁企業の前に起

ちはだかるのである。

2. 原材料・部品の調達一未成熟な市場と流通機構の不備

原材料・部品の調達について上述の問題の他に，園内市場の未成熟，流通機構の不備という

問題もある。合弁企業が必要とする原材料・部品を国内市場に求めても実際には入手で、きない

か，または入手できても国産品は品質に問題があって使用できない場合が多L、。したがって品

質の良い輸入品を求めることになるが，その調達が存外，難しい。国内の市場に流通している

輸入品は品目や数量的に限られていて， しかもその価格も不合理な場合が多く，最終的には各

企業が個別に輸入することになるが，その場合の外貨手当ては個々の企業の外貨勘定の枠内で

捻出しなければならない（相当額の人民幣を中国銀行に持込んでも外貨へ免換できな Lウ。こ

こでも外貨収支の問題に繋がってくるが，当該問題は後に再び触れることにする。

3. 販売と輸出

合弁企業の製品出荷は原則として輸出へ向けられることになっている。国内市場での製品販

売も許可されると法的には規定されているが，その際の条件は国家が緊急にその製品を必要と

するか，または当該製品の国内市場販売が輸入代替としづ条件を充たす場合であヮて，実際に

は国内市場の開放i土期待できない。

また製品輸出については，外資側親会社が海外業務の経験が豊富で大きな輸出・販売網をも

っ多国籍企業である場合に比べ，海外業務の経験が全くないかまたは乏しく，本国・第三国市
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場についての究分な情報と販売ネットワークをもたない中小企業にとってば重荷となる場合が

多い。寧ろ第三国市場については中国系企業との競争さえも問題になるのである。

4. 外貨収支の問題

製品輸出と国内市場販売との問題は合弁企業の外貨収支の問題とも密接に関係している。こ

の問題は対中直接投資と合弁事業にとって最も困難な問題なので，少し深く立入ってみよう。

合弁企業は原則として自らの責任において外貨収支の管理を厳格に求められる。換言すれば

企業は常に外貨収支のバランスを維持しなければならない。中国側は，認可された当初の契約

に基づきその製品のほとんどが国内市場に立脚するために外貨を得ることの困難な企業が自ら

外貨収支バランスを維持できない場合，または国家が緊急に必要とする生産物であってその品

質が優秀な製品を提供しうる企業が，その国内市場における販売比率および販売期間について

とくに優遇されるもののその外貨収支には圏難を生じる場合には，当該企業の外貨バランスは，

対外経済貿易部の審査を経て，国家計画委員会または地方計画委員会の認可により年度または

長期の外貨使用計画の中に繰込まれ調整・解決されるとしてし可。その場合，条件としては，

国内で生産されるば材料・部品を大量に投入する企業，輸入代首産業の位情をもっ企業，国家

が必要とする先進技術をもちその移転に積極的な企業などであって，これらの企業には国家が

タト貨手当てを保証するとしている。しかしこの条件に該当する企業の認定・評価基準が暖昧で

不明瞭な部分が多い。実際1:.1ま多くの企業i二とって国家の外貨手当てを期待することはできな

し、。これに，多くの合弁企業にとっては，原材料・部品の輸入に対する外貨手当て，更に園内

販売で得られた人民幣建て利潤の海外送金に対する外貨手当てなども加わる。最終的には，や

はり個別企業自らの責任において外貨収支のバランス維持について明確な昆通しをもたなけれ

iまならなし、。

この点こそが対中投資・合弁事業をめぐる投資環境の最も困難なそして特珠な問題であって，

この点に懸念を抱き対中投資を薦臆する企業は多い。

こういう事情に中国側も留意して，対中投資を更に促進するためにEで触れた「中外合資経

営企業の外貨収支バランス問題に関する規定」を公布し問題の解決を図ろうとしたのである。

再びこの規定に則して合弁企業の外貨収支問題をみてみよう。

この規定の中では，個別企業の外貨収支不均衡を解決するために主として4つの手法を挙げ

ている。

①合営企業は「外貨収支バランスを図るため，対外経済貿易部門の認可を得て，外国側ノミ

ートナーの販売網を利用し，国内製品の輸出を行い，総合補償を図るととができるJとし

ている。 （同規定第6条）つまり，合弁の外資側に分配されるべき利益を同額の商品（他

企業・異業種の製品でも構わなLウの形で受取り，これを本国親会社に引取らせるかまた

は販売を依頼するのであろ。

① 経済特区および経済技術開発区を除く地域において首業する他の企業で外貨の支払い能
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力をもっ企業lニ対しては，国家外国為替管理部門の認可を経て，合営企業はその製品を外

貨建てで販売することができる。 （同規定第8条〉

② 同ーの外国側出資（親会社〉が中国国内に複数の合営企業を設立している場合は，国家

外国為替管理部門の認可を経て，各企業間で外貨収支の不均衡を調整し解決することがで

きる。 （同規定第9条〉

④対外経済貿易部門と外国為替管理部門の認可が得られれば，合営企業は人民幣で獲得し

た利潤を，外貨収支の良好な他の企業に再投資することによって当該企業が新たに得た外

貨収入の中から外貨を取得することができる。 〔同規定第10条）

現在，製品輸出と外貨収支との関係で実際に用いられている方法としては当該合弁企業の外

国側親会社による製品引取り，外国側親会社の販売網を利用した園内他部門・異業種製品の輸

出・販売（上記①〉，親会社からの外貨資金の借入れ（追加融資〉などのようである。しかし

ながら現地合弁企業，外国側出資親会社ともに独自の輸出チャン末ルと販路をもたない場合や，

外貨資金調達力の不充分な外資側中小企業にとってはこれらの方法もさして現実的な手段とも

し、えず，この問題によヮて中小企業はその体力の甚だしい消耗を3晶、られる。外貨収支の均衡

推持が中小合弁企業にとって非常に困難な問題になっているのである。

以上，挙げてきた諸問題の多くは単に中外双方の認識の欠如やその姿勢に原因が在るという

ものではなく，生産力段階の低い社会主義国としづ歴史的，構造的要因から派生しているもの

で，この点が対途上国直接投資が直面する一般的な問題を同国においては吏に困難なものにし

ているのである。

V 結びにかえて

小橋は最初に，現在中間で進行している「経済体制改革Jと「対外経済開放」とについて触

れたが，その際言及したのは中国の「改革」と「開放」とが密接に関係していること，否，少

なくとも両者が有機的に関連し生産力の一層の発展に貢献することを党中央・政府が願L、そ

の限りで「開放」は重要な役割を担うものであり｜希望」たるものであるということであった。

その「開放」は沿海部に合弁事業く直接投資＞という形で拡がり，そのほとんどが中小規模

の合弁企業・合弁事業であって，外貨収支をはじめ幾多の困難な問題を，いわゆる多国籍企業

とは歴然たろ力の差を背負う中小企業く現地にしろ外国側親会社にしろ〉がその差ゆえになお

一層の困難を抱えていたことを論じた。にもかかわらず何故，国外中小企業が対中投資に踏み

だすのかは本稿では明らかにできなかった。 〔低賃金労働，潜在的市場などがよく言及される

が十分に解明されたとは言い難しつ

またこれに関連して，合弁企業が抱える困難な問題として労務管理，労働力の質の問題に本

稿は触れることができなかった。これについて多くの論稿が論じているところのものは結局の

ところ，労使慣行さらには意識も含めた生活様式の違いとL寸問題にほとんど還元できるよう
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に思える。しかし同様の問題は海外直接投資が全ての進出先で直面する問題であり，社会主義

経済建設と「改革・開放Jとの有機的関連の中で合弁事業を考えるとしたら異なった観点が必

要なのではなかろうか。

中国社会主義はその中に「資本主義」を抱込み，その資本，技術，生産力，経営手法なとを

吸収しようとしているが，吸収するのは大衆であり労働者である。彼ら自信が主体的に何を，

そして如河に吸収し消化するのか，また個々の労働者に吸収する意欲があるのかが問題になるか

事の是非は措き， 「資本主義Jに学ぶのは党でもなく国家でもない。企業労働者が主体的に採

り入れていかなければならない。

しかしここで，主体的に採り入れるとは単に労働者自らが積極的に採り入れるということと

同義ではない。

経営管理技術の導入を例にとってみょっ。

資本主義的経営管理法ないし「日本的経営」をも含めた欧米の経営管理方式は烈しL、競争の

中から生まれ，育まれてきたものである。これを「科学的経営管理」の名の Fにそのままの容

で中国の企業社会に採用され受容され根付くとは思えない。この点は党・政府も理解している

のであろう。しかしここで吾々はそこからは何も学ぶものはない，といっているわけではなL、身

問題はそれ今受け入れるべき企業社会の在り方である。計画経済を主とし市場経済を従として

し、る現代中国経済がその企業群をとう位置づけ，またそこに何を期待するのか，吏に，その社

会主義経済ャ二おける「企業家精神」とは一体どういうものなのかなどが明確になっていなけれ

ばならない。その意味で，あるべき経済人の像が明瞭にはみえてこなL、。いうところの社会主

義市場経済におけるあるべき労働者像，農民像そして企業家像とL、うものがみえてこないので

ある。

ある意味では，中国の企業社会l心、ま始まったばかりなのかもしれない。中国社会主義経済

にふさわしい経営手法を資本主義的経営管理から創造的に採入れるべき人材の資質，思想、など

のあるべき人間像がまだ示されていない。中国社会主義経済にふさわしい企業の在り方，企業

人の在り方，経常の在り方，中同社会主義経済にふきわしい経済人の像とL、うものを示して欲

しし、という希いをもって結びに代えたい。

〔註〕

中国側投資希望分野

① エネルギー開発

1〕海上石油開発， 2）江蘇， j折江，安徽，栢建，湖南，江西，雲南，貴ナi'i，広西，広東

の南方10省及び内蒙古，ニ連地区の陸上石油，天然ガス開発， 3）輸出専用の炭坑開発F

4）石炭液化，気化，パイプライン輸送， 5）新型工業炉，耐火材料，保温材料など省

エネ関連の新製品
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②冶金工業

1）鉄鉱およひaマンガン，銅などの右色金属鉱の開発， 2）銑鉄，鏑材，アJレミニウム，

t 鉛，堕鉛など供給が不足している金属の靖練， 3）輸出むけ耐火材料，原料及びその製

品，炭素製品の生産， 4)単晶佳生産技術。

⑦ 化学工業

1)燐系統の化学肥料， 2）カリ肥料，合成肥料生産，燐霊長塩，硫黄生産， 3〕染料生産，

4）低毒農薬生産。

① 建 材 工 業

1）セメント，板ガラス生産， 2）高級装飾材料，衛生陶器の生産， 3）輸出用石綿生産テ

グlレグ，チャイナグレイ，高級碍気製品，大理石，花開岩採掘及ひ。加工設備。

④ 医薬工業および医療器械エ業

1）抗菌素菌種生産技術， 2)B型超音波診断器など新型医療器械の製造。

＠ 機械工業

1）大型発電設備の設計及び製造， 2）液正関連機器，オイルポンプ，ノズJv，シーリン

グ技術，ケーブル熟吸収装置，コンピューター制調加工技術・産業ロボットの設計およ

び製造， 4) N C制御デジタ Jレ表示，コネクター，プラット型ノミワーケーブJレ，オプテ

イカルファイパーパワーケーブル。

⑦ 電子産業

l〕4"-5”シリコンチ γプ， 64K大規模集積且路〈それに対応するすーキット， マイクロ

プロセシングユニット，高純度試薬ガス）め開発と生産， 2）大中型コンピューター，

マイクロコンピューター，高級マイコンの研究開発， 3）コンピューターディスグドラ

イブ（特に磁性ヘッドの回転機構〉，レーザープりンター，ターミナル，デジタノレ通信・

衛星通信・光ファイパ一通信・自動車通信・電子制調交換システム関連の機器及び設儒

の製造。

＠ 白動車産業

ヘビーデューティ車の設計・製造。

⑦造 船 産 業

オフショア石油の開発施君。

⑬繊推産業

1）ポリエステルチヅプス，ポリアグリロニプリル，ポリピニルアグリル，塩化ポリピニ

Jレ，高分子ポリエステル繊維，ナイロンコード， 2）特殊耐火繊維，広幅装飾布，コー

ト材料， 3）気流式スピニング、マシン，ラピア紡織機，水流式紡織機，印刷機，高速シ

ルクスピニングマシン，編よ機，プリント地・染め地の処理機， 4）高品質織糸用機械

式スインギングマシン，コンペアー，揖度コントロールシステム，高品質ニット針，ニ
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ッケルスクリーン。

⑪ 軽工業

1)オフセット印刷用新聞紙生産，被膜処理済印刷用紙，白色被膜処理済印刷用紙， 2)

ポリウレタン，コーティング補助淘j，広なめし用有機剤， 3）ニ酷酸繊維束生産， 4)

複合包装材料。

＠ 食 品工業

1）輸出用急速冷凍食品， 2）ノンアルコールビーJレ， 3）植物蛋白の拍出主主産。

⑬ 農牧漁業

1）野菜および果物の保存技術・設備， 2）遠洋漁業，魚肉加工。

（以下の業種は，公式発表ではないが，今後外資導入の規制が厳しくなると予想される業種

である。〉

⑦ 都市のタクシー業務， 自動車による長距離旅客輸送，自動車・オートパイの修理と再生。

② カラーフィルムのDp E技術，家電製品の修理。

① ショッピング・アーケードの管理。

⑦ 国内販売用のタバコ，酒類，飲料の製造。

⑤ 綿紡織。

① テレビ，ラジオ，ラジカセ， VT Rの組み立てライン。

⑦ 電卓，冷蔵庫，洗濯機，腕時計，自転車， ミシン，カメラの組み立てライン。

＠ 自動車，オートパイの組み立て。

③ エレベーターの製造。

⑪ 園内の生産能力が相対的に過剰気味ないしは飽和しつつある製品。

⑪投資の回収期間が非常に短く，利益率がとても高く，また，先進技術を導入できないよ

うなプロジェグト。

⑫ 国民経済の発展需要に適合していない製品および統一計画の必要なプロジェクト。

中国における物資の生産管理と流通のしくみ

中国では，物資を「生産資料」 （生産財〉と「消費資料」 〈消費財〉に分類し，管理してい

る。生産資料は工鉱業部門の生産活動に供される原材料，燃料および機械設情などで，その生

産と流通の主要部分は国家の管理をうける。消費資料の流通は主として商業ベースとなる。

以下に，生産資料に関する生産と流通管理制度の概要をまとめた。

生産資料は，生産計画および生産と供給および流通の2つの側面から管理をうける。生産資

料の生産は，指令性任務生産，指導性任務生産，自主生産の 3つにランク付けされている。前

2者は国家の生産計画・管理の中にあり，後者は市場調節にゆだねられる。また供給面におい

ては国家の統一分配物資，各部（日本の省にあたる〉所管物資，地方（省・市〉所管物資に分
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類される。

① 国家統一分配物資は，国民経済において最も重要な物資があてられる。

国家枕一分配物資は，ほとんどが前述の生産資料の範噂にあり，指令性生産，指導性生

産， 自主生産の3つの生産形態が同時に適用される。指令性任務に属する生産に際してはp

国家計画の指令と，その生産に必要な原材料の供給をうける。

指導性任務i二該当する部分は，国家計画部門の指導を受け，各部の生産計画と原材料調

達のもとで生産され，販売される。自主生産に帰属する部分は，企業の自己努力により前

述の2つの任務を超えて生産した分と，法令により自由販売を認められた枠については企

業の自由販売とすることができる。

②各部所管物資は，国民経済の中で比較的主要な物資で，専業性がつよいもので，主と

しである特定の部門で使用される専用物資の中間製品である。

鉄鋼石，アルミナ，コークス，ポリエチレン，アスベスト，タワー式クレーン，発電設

備，冶金設備，採鉱設備，紡績設備等

（上記に例示した製品も，経済体制改革が進行している現在，物資の所管柱限も流動的

であるため，今後の変更はあり得る。〉

同物資生産には，指令i主任務の下達はなく，指導性任務と自主生産の2つの生産形態が

ある。指導性任務に帰属する部分は，同家統一分配物資の指導性任務生産と同様の形態と

なってL叩。但し，特殊な物資については，生産量のうち，一定数量を国家統一分配方式

を通じて分配するケースもある。

③地方所管物資は，①，③の物資を除くもので企業に対して各部から，生産任務の下達♂

はなく，企業の自主裁量で生産，販売される。




